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(１)　確保方策（利用定員総数）の平成２９年度計画と実績に差が大きい市町村

①  待機児童あり(H29) ５市 鹿児島市，出水市，薩摩川内市，奄美市，姶良市

②  待機児童なし ２０市町
鹿屋市，枕崎市，指宿市，西之表市，垂水市，霧島市，いちき串木野市，南さつま市，
南九州市，さつま町，長島町，大崎町，錦江町，中種子町，南種子町，屋久島町，
龍郷町，喜界町，伊仙町，知名町

(２)　確保方策（利用定員総数）の平成２９年度計画と実績に差が小さい市町村

①  待機児童あり(H29) １市町 徳之島町

②  待機児童なし １７市町村
阿久根市，日置市，曽於市，志布志市，伊佐市，三島村，十島村，
湧水町，東串良町，南大隅町，肝付町，大和村，宇検村，瀬戸内町，
天城町，和泊町，与論町

市町村子ども・子育て支援事業計画の確保方策（利用定員総数）に係る平成２９年度計画と実績との比較について

※乖離率±10％以上であって，乖離の実数が10人以上の市町村
※乖離率±10％未満であって，乖離の実数が50人以上の市町村



（１）　確保方策（利用定員総数）の平成２９年度計画と実績に差が大きい市町村

※確保方策は，認定こども園，幼稚園，保育所等の利用定員として，各市町村が設定したもの

※整備実績及び整備計画は，整備を行った年度の確保方策に反映されるものと次年度の確保方策に反映されるものがある。

 ① 待機児童あり

○ 鹿児島市 待機児童数： 252人 ○ 出水市 待機児童数： 41人

 １号  ２号 ３号  １号  ２号 ３号
計画(A) 10,909 6,900 6,618 計画(A) 752 881 733
実績(B) 10,536 6,743 6,437 実績(B) 812 890 591
(B)-(A) ▲ 373 ▲ 157 ▲ 181 (B)-(A) 60 9 ▲ 142

○　保育所等は，計画数を超えて確保しているが，運営費等の支援を行う認可外保育施
　設が減少したことにより，計画を下回った。中間年に計画の見直し済。
○　29年度は，保育所の新設等により，2号176人，3号174人整備。
○　30年度は，保育所の新設等により，2号273人，3号247人整備予定。

○　補助金等を活用して園舎整備を促進し，定員増加に努めているが，計画策定時の
　見込みより進んでいない。中間年に計画の見直し済。
○　29年度は，施設整備により既存施設の2・3号72名定員増，小規模保育事業所の開
　所により3号19名定員増。
○　30年度は，保育所から認定こども園への移行により定員増予定。
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○ 薩摩川内市 待機児童数： 7人 ○ 奄美市 待機児童数： 3人

 １号  ２号 ３号  １号  ２号 ３号
計画(A) 1,601 1,391 1,318 計画(A) 545 658 650
実績(B) 1,281 1,480 1,319 実績(B) 795 609 545
(B)-(A) ▲ 320 89 1 (B)-(A) 250 ▲ 49 ▲ 105

○　保育所から認定こども園への移行予定が延期になったことによる
　乖離。中間年に計画の見直し済。
○　30年度は，保育所から認定こども園への移行により2・3号の定員増
　予定。

○　1号については，幼稚園から認定こども園への移行が進まなかった
　ことによる乖離。
○　2・3号については，計画策定時の見込みが過大にであったことなど
　による乖離。中間年に計画の見直し済。
○　30年度から公立幼稚園での預かり等を開始し，2号認定のニーズに
 　対応。
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○ 姶良市 待機児童数： 39人

 １号  ２号 ３号
計画(A) 980 1,196 1,040
実績(B) 939 1,313 792
(B)-(A) ▲ 41 117 ▲ 248

○　２号については，ニーズの増に伴い，定員増を図ったことによる乖離。中間年に計画
  の見直し済。
○　３号については，既存施設の定員増などを計画していたが，弾力的運用で対応する
　施設が多く，受入枠は増加しているが定員としては計画と乖離した。
○　今後，既存施設の定員増，幼稚園から認定こども園への移行の働きかけなどを行う
　とともに，事業所に対する企業主導型保育事業の紹介等を行う。

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

１号 ２号 ３号

計画(A)

実績(B)

3



（１）　確保方策（利用定員総数）の平成２９年度計画と実績に差が大きい市町村

 ② 待機児童なし

○ 鹿屋市 ○ 枕崎市

 １号  ２号 ３号  １号  ２号 ３号
計画(A) 1,432 1,608 1,646 計画(A) 240 330 220
実績(B) 1,481 1,541 1,343 実績(B) 265 295 205
(B)-(A) 49 ▲ 67 ▲ 303 (B)-(A) 25 ▲ 35 ▲ 15

○　保育所や幼稚園から認定こども園への移行状況が計画策定時の見
　込みと異なってきていることによる乖離。中間年に見直し済。
○　29年度は，既存施設の定員増や小規模保育施設の開設により2・3号
　25人増。
○　30年度は，既存施設の定員増や幼稚園から認定こども園への移行
　等により2・3号75人増予定。

○　1号については，計画策定時には，予定していなかった保育所から
　認定こども園への移行による乖離。
○　2・3号については，利用実績により定員増をしなくても弾力的運用
　で対応できると判断 し，定員を据え置いたことによる乖離。中間年に
　見直し済。
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○ 指宿市 ○ 西之表市

 １号  ２号 ３号  １号  ２号 ３号
計画(A) 525 784 543 計画(A) 180 226 214
実績(B) 490 671 404 実績(B) 220 199 181
(B)-(A) ▲ 35 ▲ 113 ▲ 139 (B)-(A) 40 ▲ 27 ▲ 33

○　計画どおりの整備・拡充が進まなかったことによる乖離。
○　平成29年度は，既存保育所整備や幼稚園から認定こども園への移
　 行により2・3号30名増。
○　今後，弾力的運用により対応するとともに，既存施設へ定員増を働
　 きかける。

○　幼稚園から認定こども園への移行予定が延期になったことによる
　乖離。
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○ 垂水市 ○ 霧島市

 １号  ２号 ３号  １号  ２号 ３号
計画(A) 120 197 143 計画(A) 1,760 2,027 1,968
実績(B) 152 175 128 実績(B) 1,840 1,895 1,479
(B)-(A) 32 ▲ 22 ▲ 15 (B)-(A) 80 ▲ 132 ▲ 489

○　幼稚園や保育所から認定こども園への移行に際し，定員設定が見込みどおりと
　ならなかったこと，小規模保育事業の新設が見込みを下回ったことによる乖離。
○　29年度は，施設整備や保育所の新設等により，3号68名増やした。
○　30年度は，施設整備や既存施設の定員増により，2・3号44名整備予定。

○　計画策定時には予定していなかった保育所から認定こども園への
　移行による乖離。中間年に見直し済。
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○ いちき串木野市 ○ 南さつま市

 １号  ２号 ３号  １号  ２号 ３号
計画(A) 505 370 280 計画(A) 230 468 393
実績(B) 375 358 292 実績(B) 260 537 412
(B)-(A) ▲ 130 ▲ 12 12 (B)-(A) 30 69 19

○　計画策定時には予定していなかった幼稚園から認定こども園への
　移行による乖離。中間年に見直し済。

○　計画策定時には予定していなかった認可外保育施設から認定
　こども園への移行による乖離。中間年に計画の見直し済。

0

100

200

300

400

500

600

１号 ２号 ３号

計画(A)

実績(B)

0

100

200

300

400

500

600

１号 ２号 ３号

計画(A)
実績(B)

7



○ 南九州市 ○ さつま町

 １号  ２号 ３号  １号  ２号 ３号
計画(A) 256 495 429 計画(A) 140 453 299
実績(B) 205 525 350 実績(B) 140 425 260
(B)-(A) ▲ 51 30 ▲ 79 (B)-(A) 0 ▲ 28 ▲ 39

○　保育所から認定こども園への移行の際の利用定員の設定が見込み
　と異なったこと，予定していなかった保育所から認定こども園への移行
　による乖離。

○　定員変更ではなく，弾力的運用による対応を行う施設が多かった
　ことによる乖離。中間年に計画の見直し済。
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○ 長島町 ○ 大崎町

 １号  ２号 ３号  １号  ２号 ３号
計画(A) 120 260 154 計画(A) 155 215 219
実績(B) 125 217 180 実績(B) 145 214 176
(B)-(A) 5 ▲ 43 26 (B)-(A) ▲ 10 ▲ 1 ▲ 43

○　2号については，計画策定時には予定していなかった保育所から
　認定こども園への移行よる乖離。
○　3号については，園舎整備による定員増による乖離。中間年に
　計画の見直し済。

○　ニーズの減に伴う定員の減。
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○ 錦江町 ○ 中種子町

 １号  ２号 ３号  １号  ２号 ３号
計画(A) 130 85 135 計画(A) 91 112 75
実績(B) 93 73 90 実績(B) 51 124 54
(B)-(A) ▲ 37 ▲ 12 ▲ 45 (B)-(A) ▲ 40 12 ▲ 21

○　利用ニーズの減による既存施設の定員減。 ○　利用ニーズに応じて，既存施設の定員を設定したことによる乖離。
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○ 南種子町 ○ 屋久島町

 １号  ２号 ３号  １号  ２号 ３号
計画(A) 60 99 102 計画(A) 215 176 134
実績(B) 56 91 82 実績(B) 215 182 156
(B)-(A) ▲ 4 ▲ 8 ▲ 20 (B)-(A) 0 6 22

○　利用ニーズの減による既存施設の定員減。 ○　利用ニーズの増による既存施設の定員増。
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○ 龍郷町 ○ 喜界町

 １号  ２号 ３号  １号  ２号 ３号
計画(A) 0 170 130 計画(A) 270 65 68
実績(B) 84 170 133 実績(B) 270 62 58
(B)-(A) 84 0 3 (B)-(A) 0 ▲ 3 ▲ 10

○　計画策定時の見込みより，１号ニーズが多かったため，へき地
　保育所において，1号定員を設定したことによる乖離。

○　計画策定時の計上誤り。
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○ 伊仙町 ○ 知名町

 １号  ２号 ３号  １号  ２号 ３号
計画(A) 35 143 110 計画(A) 200 91 159
実績(B) 64 149 134 実績(B) 80 105 135
(B)-(A) 29 6 24 (B)-(A) ▲ 120 14 ▲ 24

○　利用ニーズの増による既存施設の定員増。
○　1号については，幼稚園の認定こども園に統廃合による乖離。
○　2・3号については，認定こども園への移行にあたって，移行時の
　実際の利用ニーズを踏まえた定員設定を行ったことによる乖離。
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（２）　確保方策（利用定員総数）の平成２９年度計画と実績に差が小さい市町村

 ① 待機児童あり

○ 徳之島町 待機児童数： 14人

 １号  ２号 ３号
計画(A) 280 180 150
実績(B) 280 180 150
(B)-(A) 0 0 0

○　平成29年度に既存保育所を施設整備により，3号10名を増やした。
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２ 認定こども園における教育・保育の一体的提供と推進体制

(1) 認定こども園への移行に必要な整備等の促進

施策等 平成２９年度 課題等 平成３０年度の取組予定
（担当課） 本県の具体的取組

安心こども基金総 １ 保育所等緊急整備事業 基金残額の活用による保 １ 保育所等緊急整備事業
合対策事業 <1> 目的 育所の整備促進等
(子育て支援課) 認定こども園（保育所機能部分）の施設整備に要する費用の ３市(０市) ３施設(０施設)

一部を補助し，子どもを安心して育てることができるよう体制 ※( )は，平成29年度からの繰越
整備を図る。

<2> 実施状況・成果等
７市町（５市町） ７施設（５施設）
※（ ）は，平成28年度からの繰越

２ 認定こども園整備事業
<1> 目的 ２ 認定こども園整備事業

認定こども園（幼稚園機能部分）の施設整備に要する費用の
一部を補助し，子どもを安心して育てることができるよう体制 １市(０市) １施設(０施設)
整備を図る。 ※( )は，平成29年度からの繰越

<2> 実施状況・成果等
２市（２市） ２施設（２施設）
※（ ）は，平成28年度からの繰越

子ども・子育て支 ○ 認定こども園施設整備事業 市町村の計画的な整備に ○ 認定こども園整備事業
援総合対策事業 <1> 目的 対応するための十分な予
（子育て支援課） 認定こども園（幼稚園機能部分）の施設整備に要する費用の 算（国費）を確保する必 ・認定こども園整備

一部を補助し，子どもを安心して育てることができるよう体制 要がある。 12市町(２市町) 16施設(２施設)
整備を図る。 ※( )は，平成29年度からの繰越

<2> 実施状況・成果等 でうち書き
・認定こども園整備：９市町 ９施設

保育所等整備交付 <1> 目的 市町村の計画的な整備に ・保育所等整備
金 保育所，認定こども園（保育所機能部分）等の施設整備に要 対応するための十分な予 17市町(３市町) 35施設(３施設)
(子育て支援課) する費用の一部を補助し，保育所等待機児童の解消等を図る。 算（国費）を確保する必

<2> 実施状況・成果等 要がある。 ※( )は，平成29年度からの繰越
・保 育 所 等 整 備：15市町（３市町） 25施設（３施設） でうち書き
・防 犯 対 策 整 備：１市 １施設

※( )は，平成28年度からの繰越でうち書き

15



＜参考＞ 保育所等の整備状況

(2) 幼稚園教諭と保育士の合同研修に対する支援

施策等 平成２９年度 課題等 平成３０年度の取組予定
（担当課） 本県の具体的取組

保育教諭研修 <1> 目的 研修内容の一層の充実 保育教諭研修
（子育て支援課） 教育と保育の一体的提供などについての研修を実施すること

により，幼保連携型認定こども園の保育教諭等の質の向上を図 ・実施時期：平成30年11月頃
る。

<2> 実施状況・成果等
・実 施 日：平成29年11月７日～11月８日
・場 所：マリンパレスかごしま
・参加人数：11月７日(176人)，８日(172人)
・研修内容：①幼保連携型認定こども園教育・保育要領

②０～２歳児の発育・発達と教育・保育
③特別な支援を必要とする子ども（乳幼児）の教

育・保育
④乳幼児の感染症・食物アレルギーとその対応

など

H24
繰越

H25
当初

H25
繰越

H26
当初

H26
繰越

H27
当初

H27
繰越

H28
当初

H28
繰越

H29
当初

H29
繰越

H30
当初

11 10 11 33 8 17 12 16 8 22 3 35 186

うち定員増を伴う整備箇所数 8 4 9 27 6 14 7 12 4 16 3 20 130

整備に伴う定員増人数 340 160 270 1,025 130 587 146 549 63 527 73 617 4,487

H30年度
(計画)

H28年度

※　平成27年度以降は，①安心こども基金（保育所緊急整備事業等），②保育所等整備交付金，③保育対策
　総合支援事業費補助金による保育所等の整備実績。（②及び③は，国から市町村への直接補助）

※　平成29年度当初は，保育所等整備交付金市町村調査結果。(平成29年3月)

H26年度 H27年度

計

整備箇所数

H25年度 H29年度
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３ 地域子ども・子育て支援事業の推進

施策等 平成２９年度 課題等 平成３０年度の取組予定
（担当課） 本県の具体的取組

地域子ども・子育 <1> 目的 事業実施の少ない市町村 地域子ども・子育て支援事業
て支援事業 市町村が地域の実情に応じて行う子どもに対する教育及び保 に対し，積極的な取組を 【市町村計画書を取りまとめ中であ
（子育て支援課） 育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を支援する 働きかける必要がある。 る。】

ための交付金を交付し，地域の子ども・子育て支援の充実を図
る。

<2> 実施状況・成果等
次頁のとおり

17



地域子ども・子育て支援事業の実施状況（平成２９年度）

事業名 実施市町村数 実施箇所数 事業内容

利用者支援事業 １２市町 ２４か所 子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び
必要に応じて相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。

延長保育事業 ３２市町 ４４３か所 保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、認定こ
ども園、保育所等で保育を実施する事業です。

実費徴収に係る補足 保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき日用
給付を行う事業 ３市 品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等

を助成する事業です。
放課後児童健全育成 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小学校
事業 ４０市町村 ５２６か所 の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業で

す。
子育て短期支援事業 １４市町 ｼｮｰﾄｽﾃｲ28か所 保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童につい

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ9か所 て、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。
乳児家庭全戸訪問事 ３４市町村 １１,５２３件 生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把
業 握を行う事業です。
養育支援訪問事業 １５市町村 ２,１４１件 養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことに

より、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。
子どもを守る地域ネ 要保護児童対策協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るため、調整機関職員や
ットワーク機能強化 ５市町 ネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク機関間の連携強化を図る取組を実
事業 施する事業です。

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、
一時預かり事業 ３０市町村 ３０２か所 認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所で一時的に預かり、必要な保護

を行う事業です。
地域子育て支援拠点 ３７市町村 １０２か所 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助
事業 言その他の援助を行う事業です。
病児保育事業 ２０市町 ５３か所 病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等

を実施する事業です。
ファミリーサポート 乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受ける
センター事業 １５市町 ことを希望する者と、当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行

う事業です。
※ 実施箇所数については，事業の実施箇所を記載
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４ 教育・保育に従事する者の確保と資質の向上
(1) 確保方策

施策等 平成２９年度 課題等 平成３０年度の取組予定
（担当課） 本県の具体的取組

保育士の人材育成 <1> 目的 特例制度の利用促進 保育士の人材育成
（子育て支援課） 認定こども園制度への円滑な移行・促進を図るため，県ホーム 引き続き県ホームページにおいて

ページにおいて幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得特 周知を行う。
例制度を掲載し，その制度利用の周知を図る。
<2> 実施状況・成果等

特例制度利用による保育士試験合格者 216名

就業継続支援（保 <1> 目的 市町村における保育士等 保育の質の向上のための研修
育の質の向上のた 保育所の職員等を対象とする研修の実施の費用を補助し，子 を対象とした研修の実施 実施（予定）数 ６市町
めの研修） どもを安心して育てることができるような体制整備を図る。 促進
（子育て支援課） <2> 実施状況・成果等

実施数 ５市町

保育士の再就職支 <1> 目的 再就職を希望する潜在保 保育士の再就職支援
援（子育て支援課） 復職を希望する潜在保育士に対し，県下各地域の最新の求人 育士の掘り起こしと参加 ・保育士への情報提供 ２回

情報を個別に提供するとともに，復職支援研修会及び職場体験 しやすい研修会の実施 ・復職支援研修会の開催 １回
講習会を開催し，再就職を支援した。 ・職場体験講習会の開催 ７か所

<2> 実施状況・成果等
・情報提供回数：２回 対象者数：１回目690人，２回目641人
・復職支援研修会：１回 参加者：12名
・職場体験講習会：５施設 参加者４名

保育士等の処遇改 <1> 目的 ・他業種との賃金格差 【処遇改善等加算の改善】
善 質の高い教育・保育を安定的に供給していくために，やりが ・キャリアパスの未構築 ○技能・経験を積んだ職員への加算
（子育て支援課） いを持って働き続けられる職場環境づくりを推進するため，保 ・分野別リーダー等

育士等の処遇改善を図る。 月額５千円（上限）アップ
<2> 実施状況・成果等 ・副主任保育士等
○保育所等の職員 月額４万円（上限）アップ

月額６千円程度（２％）アップ 【キャリアパス構築の促進】
○技能・経験を積んだ職員への加算 ○魅力ある保育環境構築事業

・分野別リーダー等 月額５千円（上限）アップ ・保育士等処遇改善啓発セミナー
・副主任保育士等 月額４万円（上限）アップ ・魅力ある職場づくり実践セミナー

【キャリアパス構築の促進】 ・保育制度に関する専門家による
○魅力ある保育環境構築事業 個別指導・助言 など

・保育士等処遇改善啓発セミナー
・保育制度に関する専門家による個別指導・助言 など
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(2) 地域子ども・子育て支援事業等に従事する者の確保と資質の向上に対する支援

施策等 平成２９年度 課題等 平成３０年度の取組予定
（担当課） 本県の具体的取組

子育て支援員研修 <1> 目的 ①研修の開催回数や開催 子育て支援員研修の実施
（子育て支援課） 地域において子育て支援の仕事に関心を持ち，子育て支援分 場所，専門研修コースの 【県】

野の各事業等に従事することを希望する者に対し，研修を実施 検討 ○実施地区
し，子ども・子育て支援新制度において創設された「子育て支 ②市町村における子育て ・鹿児島
援員」の養成を図る。 支援員研修の実施促進 ○実施コース

<2> 実施状況・成果等 ・地域保育コース
・実 施 日：平成29年11月21日～平成30年２月28日のうち ・放課後児童コース

35日間 ・社会的養護コース
・実施地区：鹿児島，霧島，西之表 ・地域子育て支援コース
・実施コース等：

【市町村】

○実施市町村
・鹿児島市（現任研修）
・徳之島町
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施策等 平成２９年度 課題等 平成３０年度の取組予定
（担当課） 本県の具体的取組

放課後子ども総合 <1> 目的 ①平成31年度までにより 放課後児童支援員認定資格研修の
プラン推進事業 放課後児童クラブの量の拡大と質の向上を図るため，放課後 多くの資格取得者を確保 実施
［放課後児童支援 児童クラブの「支援の単位」ごとに，２人以上配置が必要とさ するため，研修回数等の ・鹿児島会場①
員の認定資格研 れている放課後児童支援員の資格を認定する。 検討が必要 (9/8,9/9,9/29,9/30)
修］ <2> 実施状況・成果等 ②県内講師が不足してい 定員 150人
（子育て支援課） 放課後児童支援員の認定者 508名 るため講師の養成が必要 ・鹿児島会場②

［資格要件：研修の修了］ (1/12～1/15)
・第１回鹿児島会場(9/14～9/16) 資格取得者 163人 定員 150人
・第２回鹿児島会場 (10/1～2,10/16～10/17) ・霧島会場（10/14～10/17）

資格取得者 162人 定員 150人
・霧島会場(10/24～10/27) 資格取得者 79人 ・鹿屋会場（12/11～12/14）
・大島会場(11/17～11/20) 資格取得者 31人 定員 150人
・鹿屋会場(1/23～1/26) 資格取得者 73人

地域子ども・子育 <1> 目的 放課後児童支援員等現任研修の実施
て支援事業 放課後児童支援員及び補助員等の資質の向上を図るため，必 ①認定した放課後児童支 ・日時・場所
［放課後子ども総 要な知識及び技術の習得並びに課題や事例を共有するための研 援員の数に対応した受講 7/1 （初任者）県庁講堂
合プラン指導者研 修を行う。 機会の確保が必要 7/15（中堅者）県市町村自治会館
修］ <2> 実施状況・成果等 ②研修後のフォローアッ
（子育て支援課） 放課後児童支援員等現任研修の実施 プを可能とするための県 ・定員：初任者（経験３年未満）

・実 施 日：平成29年7月2日(初任者) 内講師の養成が必要。（現 定員 200人
平成29年7月16日(中堅者) 状の講師は全て県外） 中堅者（経験３年以上）
平成30年1月24日(リーダー) 定員 200人

・場 所：県青少年会館（初任者，リーダー）
県庁講堂（中堅者）

・参加者数：初任者 168人，中堅者 131人，リーダー 80人
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(3) 幼稚園教諭・保育士に対する研修の実施

施策等 平成２９年度 課題等 平成３０年度の取組予定
（担当課） 本県の具体的取組

幼稚園新規採用教 <1> 目的 研究保育を踏まえた研究 幼稚園新規採用教員研修会の実施
員研修会 公立の幼稚園新規採用教員に対する研修 協議の充実（７月までの
（義務教育課） <2> 実施状況・成果等 研究保育実施）

年６回実施 ※参考 年６回実施 ※参考
① 4/21 公立 (5人) 私立 (92人) ① 4/20 公立(10人) 私立(105人)
② 5/31 〃 (4人) 〃 (67人) ② 5/25 〃 (10人) 〃 (81人)
③ 7/6～7/7 〃 (4人) 〃 (73人) ③ 7/3～7/4〃 (10人) 〃 (89人)
④ 8/16～8/18 〃 (4人) 〃 (117人) ④ 8/22～8/24
⑤ 11/17 〃 (4人) 〃 (57人) ⑤ 11/21
⑥ 1/19 〃 (4人) 〃 (76人) ⑥ 1/18

幼稚園中堅教諭等 <1> 目的 ①園内研修の時間設定 実 施 日:平成30年7月31日～8月3日
資質向上研修 在職期間が１０年に達した公立幼稚園教諭に対して，個々の ②発達の特性に応じた指 場 所:県総合教育センター
（義務教育課） 適正等に応じ資質向上を図る。 導 参加人数:6人

<2> 実施状況・成果等
実 施 日：平成29年８月１日～４日
場 所：県総合教育センター
参加人数：２人

保育所特別保育事 <1> 目的 研修内容の一層の充実 保育所特別保育事業等研修会の実施
業等研修会 保育所職員等の資質向上を図る。
（子育て支援課） <2> 実施状況・成果等 ・実施時期：平成31年２月頃

特別保育事業等研修会の実施
・実 施 日：平成30年２月19日～20日
・場 所：県庁２階講堂
・参加人数：１１７人
・研修内容：①食物アレルギーや誤嚥等への対応

②乳児の安全
③事故予防と初期対応
④屋外における事故予防
⑤乳児保育の留意事項 など
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施策等 平成２９年度 課題等 平成３０年度の取組予定
（担当課） 本県の具体的取組

保育士等キャリア <1> 目的 研修回数等の増加 保育士等キャリアアップ研修の実施
アップ研修（子育 リーダー的な役割を担う保育士等に対し，厚生労働省の処遇
て支援課） 改善加算の要件であるキャリアアップ研修を実施し，専門性の ・研修回数：26回

向上を図るとともに，保育の質を高める。 ・定 員 数：2,620人
<2> 実施状況・成果等

保育士等キャリアアップ研修の実施
・研修分野：乳児保育
・研修回数：１回
・参加人数：３４４人
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